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Ｑ１ 補助金と利子補給（以下「補助金等」とする。）の対象者は？ 

Ａ１ 下記の方が対象となります。 

（１）４５歳以下の夫婦 

（世帯主が４５歳以下の場合） 

（２）子ども（満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者。）

がいる世帯 

（３）３５歳以下の者 

（一戸の建物（戸建）に複数人同居している場合は、同居しているものの

中から代表者を選び、代表者が申請を行うものとする。（同居者全員の住民

票を添付する。）なお、同居しているものの複数申請は不可とし、代表者に

決定のあった日から１０年間は、原則代表者と同様に同居者もこの補助の

申請をすることができないものとする。） 

 

Ｑ２ どのような事業が対象となるのですか？ 

Ａ２ 下記の事業が対象となります。 

（１）住宅の新築 

（新たに住宅を建築すること。・建物の状態は前と大きく異なる。） 

（２）増築 

（建物の一部の建て増しすること。・建物の状態は床面積を増やす。） 

（３）改築 

（建物の全部を建て替えること。・建物の状態は前とほぼ同じ。） 

（４）既存住宅等の取得 

（建物を新たに購入すること。） 

 

Ｑ３ 補助金等の申請はいつまでに行えばいいのですか？  

Ａ３ 事業を実施後、１年以内に申請してください。また、事業の実施前後に当課へご確認

ください。 

 

Ｑ４ 何回も補助等を受けられるのですか？ 

Ａ４ 補助金を受けることができる回数は限度額に達するまで何度でも可能です。 

 

 

 



Ｑ５ 他の補助制度を活用した（する予定も含む）場合、重複して補助金等は受けられるの

ですか？ 

Ａ５ 受けられません。 

 

Ｑ６ 外構工事は補助金等の対象となるのですか？ 

Ａ６ 事業の実施前後に当課へご確認ください。（基本対象外） 

 

Ｑ７ 家財道具の購入費は補助金等の対象となるのですか？ 

Ａ７ 事業の実施前後に当課へご確認ください。（基本対象外） 

 

Ｑ８ 補助対象物件が法人等の場合、補助金等は受けられるのですか？ 

Ａ８ 受けられません。この補助事業は個人の方を対象としております。 

 

Ｑ９ 補助金等を受けようとする者の要件はあるのですか？ 

Ａ９ あります。現に町内に居住しているか、Ｕターン又はＩターンしようとする若者 

等であること。金融機関等から融資を受けた資金の償還を滞りなく行うことです。 

 

Ｑ１０ 補助金等の金額はどうのように決まるのですか？ 

Ａ１０ 補助金等は事業費１０万円以上が条件となり、補助金額は事業費の２分の１以内 

となります。ただし、補助金の限度額は２００万円となります。 

例えば、事業費が２００万円の場合、補助率が２分の１となりますので、補助金は

１００万円となります。事業費が５００万円の場合、補助率は２分の１ですが、限

度額が２００万円となりますので、補助金は２００万円となります。 

 

Ｑ１１ 補助金等は申請額がそのまま補助対象額となるのですか？ 

Ａ１１ 補助金等は申請書類等を審査したうえで、決定しますので補助金額は変わること

もあります。 

 

Ｑ１２ 補助金等はどのように支払われますか？ 

Ａ１２ 補助金等は交付決定後、申請者に請求していただき、申請者の希望口座に振り込ま

れます。 

 

Ｑ１３ 建物工事契約額又は購入価格より融資金額が高い場合は？ 

Ａ１３ 差額分の根拠となる領収書等（支払いの証明ができる書類）を提出してもらい

ます。なお、金額の合計が融資金額以上とならない場合はその差額を引いた額

を利子補給対象額となります。 



Ｑ１４ Ｑ１３Ａ１３の根拠となる領収書等はどのようなものが対象で、どのようなもの

が対象外となりますか？ 

Ａ１４ 対象は下記のとおりです。 

・建築工事費又は購入費 

・材料購入費 

・家財道具購入費（一体式のもの） 

・土地購入費 

対象外は下記のとおりとなります。 

・外構工事費家財道具購入費（一体式ではないもの） 

・融資費用 

・保険費用（火災保険等） 

・登記費用 

・その他、住まいに直接関係のない費用 

 

Ｑ１５ 利子補給の金額はどのように決まるのですか？期間はどれくらいですか？ 

Ａ１５ 利子補給は金融機関から融資を受け、融資の金額が５００万円以上と償還期間が

１０年以上の２つの条件を満たしていないと受けられません。利子補給期間は３

６月です。 

 

Ｑ１６ 利子補給金はどのように、いつ支払われるのですか？ 

Ａ１６ 毎年１回３月にその年度の属する利子について、実績に基づき支払います。請求書

を提出していただき、申請者の希望口座に振り込まれます。 

 

Ｑ１７ 補助金等を返還することはあるのですか？ 

Ａ１７ あります。偽り、その他不正な手段により補助金等を受けた者は全額。交付要件を

欠くに至った者は、交付を打ち切り又は既に交付した補助金等の一部を返還して

もらいます。 

 

Ｑ１８ 要件を喪失した場合どうすればいいのですか？ 

Ａ１８ 要件を喪失した者は、喪失の日から３０日以内に届出書を提出してください。 

 

Ｑ１９ どの場合でも交付要件を欠いたら返還しなくてはならないのですか？ 

Ａ１９ 例外として、町に寄付する場合、転勤等で夫は転勤し妻・子は残る場合、世帯主や

世帯員の死亡等があります。 

 

Ｑ２０ 申請書類はどのようなものが必要となりますか？ 



Ａ２０ 下記の書類が必要となります。 

（１）住民票（原本） 

（２）請負等の場合は工事請負契約書の写し、申請者本人が事業を実施する場合は材

料購入領収書の写し（申請のあった日から過去２か年以内のもの） 

（３）土地又は中古住宅購入の場合は、売買契約書の写し 

（４）土地及び建物の登記簿謄本（原本） 

（５）借地の場合は、賃貸借契約書の写し 

（６）利子補給申請をする場合は、金融機関等との融資契約書と返済一覧表の写し 

（７）定住の意思を証明する誓約書 


